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第１節 風水害等に強いまちづくり 
建設部  関係各部 

 

 災害から市域を保全するため、地域の特性や環境、景観に配慮しつつ、治山、治水、海

岸保全事業等を計画的に実施し、風水害に強いまちづくりを推進する。 

 

１ 治山                                 

 森林は、環境保全及び防災上大きな役割を果たしており、山地災害の防止、水源かん養、

生活環境の保全を図るため、予防、復旧治山事業及び保安林整備事業を推進するよう国及

び県に働きかける。 

 ⑴ 予防、復旧治山事業 

  崩壊危険地及び崩壊地、侵食された渓流などの山地を復旧、整備し、荒廃山地に起因

する災害の防止及び軽減を図るため、谷止工や水路工、植栽工等を行う。 

 ⑵ 保安林整備事業 

  機能の低下した保安林、被災した保安林等を改良し、機能の維持回復又は増加を目的

とした改植や補植を行うとともに、水源かん養機能、防災機能及び生活環境保全機能を

併せ持つ森林の造成、改良を行う。 

 

２ 砂防                                 

 荒廃した山地、渓流の土砂流出、集中豪雨等による土石流、急傾斜地の崩壊等による災

害から人家及び人命を守るため、砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業等を推進するよう国

及び県に積極的に働きかける。 

 ⑴ 砂防事業 

  砂防えん堤の建設や土砂流出防止の護岸工事等の整備を行うよう県に対し働きかけ災

害の未然防止を図る。 

 ⑵ 急傾斜地崩壊対策事業 

 集中豪雨等によるがけ崩れ災害に対処するため、がけ崩れのおそれのある箇所を把握

し、人家５戸以上、がけの高さ５メートル以上、勾配30度以上の危険な箇所は「急傾斜

地崩壊危険区域」に指定されるよう働きかける。 

  また、崩壊防止工事については、土地所有者等が施工することが困難又は不適当と認

められ、かつ「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく工事採択基準

に適合するもののうち、緊急度の高いもの及び地域住民の協力が得られるものから順次

崩壊防止工事として施工するよう県に対して働きかけを行うとともに、小規模急傾斜事

業を活用した計画的な整備推進を行う。 

 ⑶ 地すべり対策事業 

  土地の一部が地下水等に起因して地すべりを起こし、その面積が５ヘクタール（市街

地では２ヘクタール）以上の地区で、かつ、多量の崩土が河川に流入し、下流に被害を

及ぼすおそれがある箇所又は鉄道、道路若しくは10戸以上の人家又は公共施設等に被害
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を及ぼすおそれがある箇所について、「地すべり防止区域」に指定し、地下水の排水施

設、擁壁等地域に対応した防止施設の整備を県に働きかける。 

 

３ 河川保全                                 

 洪水や高潮等による災害を防止するため、各河川管理者は、緊急度に応じて堤防の維持、

狭さく部の拡幅、護岸、浚渫、根固め工の修繕、堆積土砂の除去等の改修整備を推進する。 

 

４ 都市排水                                 

 市街地の浸水排除を重点とした生活環境の整備を図り、快適な都市生活を確保するため、

過去の浸水状況等を参考のうえ、排水ポンプ、雨水調整施設の整備や雨水幹線等の排水施

設の整備を推進する。 

 

５ 道路                                   

 道路は、災害時の避難、物資の輸送、救援・救護、消防活動に重要な役割を果たし、ま

た、火災の延焼を防止するオープンスペースとなるなど多様な機能を有する。このため、

道路改良事業、道路災害防除事業等により道路網の整備を推進する。 

 

６ 農地保全                                  

 農業及び農業用施設の被害を未然に防止し、農業生産の維持及び農業経営の安定を図る。 

 流域の開発等立地条件の変化により、湛水被害を生じるおそれがある地域では、排水機、

排水樋門、排水路等の整備を行い、予想される被害を未然に防止する。 

 

７ 海岸保全                                

 各管理者は、海岸を高潮、波浪（寄り回り波）等による被害から防ぐため、堤防・護岸

の新設補強及び根固め工、消波工、消波堤、護岸堤等の整備を推進する。 

 

８ 港湾・漁港整備                                

 各管理者は、産業活動上重要な役割を果たしている漁港を高潮、波浪（寄り回り波）等

による被害から防ぐため、防波堤・護岸等の外郭施設の施設機能保持に努める。 
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第２節 災害危険地域等の予防対策 
建設部  産業民生部 関係各部 

 

 山崩れ、がけ崩れ、水害の未然防止やいったん災害が発生した場合の被害軽減を図るた

め、県及び防災関係機関と連携し、災害危険地域の調査、研究を実施し、その実態を把握

するとともに、巡視や有害行為の禁止、避難体制の整備等の災害予防対策に努める。 

 

１ 土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所           

（資料10-２～10-９参照） 

 ⑴ 土砂災害危険箇所の予防対策 

  市は、土砂災害危険箇所における砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施

設の整備促進等に加え、土砂災害危険箇所の周知徹底及び適切な土地利用の誘導など土

砂災害の予防対策に努める。 

  ア 危険箇所等について、市民に周知徹底を図るとともに、危険防止に努める。 

  イ 危険箇所等の巡視を行い、がけ崩れ等による危険の早期発見に努める。また、関

係機関と協力して、がけ崩れ災害等に対する防災訓練を実施する。 

  ウ 関係機関と協力して、がけ崩れ、地すべり及び土石流等に関する情報、日常の防

災活動、降雨時の対応等について、パンフレット、広報誌等を積極的に活用して市

民に周知徹底を図る。 

  エ がけ崩れ等により被害が予想される市民を対象に、がけ地近接等危険住宅移転事

業等により所要の援助を行い、移転の推進を図る。 

  オ 土砂災害防止法に基づいて土砂災害警戒区域が指定された場合は、新規住宅の立

地抑制等のソフト対策を進める。 

※土砂災害警戒区域等 

指定名称 災害の種類 指定権限 指定の条件 対策の概要 

土砂災害警戒区域 

（通称：ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ） 

 
・土石流 

・地すべり 

・急傾斜地の崩壊 

 

県知事 

土砂災害のおそれの

ある区域 

・情報伝達、警戒避難体制の整備 

・災害時要援護者への情報伝達及

び警戒避難体制の整備及び周知 

・警戒避難に関する事項の住民へ

の周知 

土砂災害特別警戒区

域 

（通称：ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ） 

建築物に損壊が生じ、

住民に著しい危害が

生じるおそれのある

区域 

 

・特定の開発行為に対する許可制 

・建築物の構造規制 

・土砂災害時に著しい損壊が生じ

る建築物に対する移転等の勧告 

・勧告による移転者への融資、資

金の確保 
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 ⑵ 警戒避難体制の確立 

  土砂災害は突発的に発生することが多いので、緊急時における警戒、避難、救援等が

円滑に実施できるよう、平常時からその体制整備に努めることが重要である。 

  市は、各々の危険箇所（土砂災害警戒区域が指定された場合は土砂災害警戒区域を含

める。）における警戒避難体制の整備を図るため、次の事項を定め、これらの事項を記

載した印刷物（ハザードマップ）の配布その他の必要な措置を講じ、市民に周知するよ

う努める。 

  また、危険箇所に主として災害時要援護者が利用する施設がある場合には、当該施設

の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める

ものとする。（資料５-１、５-２参照）。 

  ア 地域特性を考慮した警戒又は避難を行うべき客観的数値に基づく具体的基準（降

雨量等警戒避難基準）の設定 

  イ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達方法、予警報及び避難の勧告・指示の伝達

方法 

  ウ 適切な避難方法、避難所 

  エ がけ崩れ等による危険が増大した場合の避難実施責任者、避難方法、避難所、伝

達方法等 

 

２ 山地災害危険箇所                           

（資料10-10参照） 

 市は、危険箇所に関する情報の提供、降雨時の対応方法等について、広報誌、パンフレ

ット等を積極的に活用して、市民に周知徹底を図るとともに、警戒避難体制について整備

するよう努める。 

 

３ 重要水防箇所                               

 ⑴ 重要水防箇所（資料９-５参照） 

  ア 市は、「滑川市水防計画」に基づき、重要水防箇所をはじめ関係河川及び海岸、

堤防等を巡視し、必要な措置をとる。 

  イ 重要水防箇所として指定された工作物の管理者は、常に点検整備し、また、応急

水防工法を定める。 

 

４ 浸水想定区域                               

 ⑴ 浸水想定区域内の施設等の公表 

  市域に水防法第15条による浸水想定区域の指定があった場合、当該浸水想定区域内の

地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）又は主

として災害時要援護者が利用する施設で、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な

避難を確保する必要があると認められるものがある場合には、これらの施設の名称、所

在地について、地域防災計画に定めるとともに、住民へ周知を図る。なお、水防法には

これらの施設の明確な要件が示されていないため、地下街等及び災害時要援護者施設に
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ついては、次のとおり位置付ける。 

  ア 地下街等（該当施設なし） 

  消防法施行規則（昭和36年自治省令６号）第12条の８に掲げる次の施設 

  ① 延べ面積が千平方メートル以上の地下街 

  ② 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物 

  イ 災害時要援護者施設（資料５-１参照） 

  消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１（六）項に掲げる次の施設、その他防

災上配慮を要する施設 

   ① 病院、診療所又は助産所 

   ② 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童

福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者福祉センター、

障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生

活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施

設 

   ③ 特別支援学校 

 ⑵ 水位情報の伝達方法（資料５-２参照） 

  市は、地域防災計画において定めた浸水想定区域内の地下街等又は主として災害時要

援護者が利用する施設について、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確

保が図られるよう水位情報（避難判断水位到達情報）の伝達方法を定める。 

 ⑶ 避難確保計画 

  浸水想定区域内の地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利

用する施設）の所有者又は管理者は、単独又は共同して作成して、当該施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、次に掲げる事項を記載した避難確保計

画を作成し、市に報告するとともに、公表しなければならない。 

  １ 洪水時の防災体制に関する事項 

  ２ 利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項 

  ３ 洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

  ４ 洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

  ５ 利用者の洪水時の円滑・迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

 

５ 災害危険区域等                              

 ⑴ 土地利用に関する規制、誘導 

  県では、法令に基づき溢水、たん水、高潮等による災害の危険のある土地及び水源を

かん養し、土砂の流出を防ぐなどのために保存する必要のある土地の区域については、

市街化調整区域に指定する等により、市街化を抑制することとしており、市は、県と連

携し、被害の拡大を防ぎ、安全な都市環境の形成を誘導するため、土地の合理的な利用

を図る。 
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 ⑵ 災害危険区域 

  県は、急傾斜地崩壊危険区域等を災害危険区域として指定し、建築基準法に基づいて

その区域内における居住の用に供する建築物の建築行為の禁止又は制限を行う。 

 

第３節 防災知識の普及 
関係各部 

 

 市は、所属職員に対しマニュアル等の作成・配布、防災訓練等を通じて防災に関する制

度や役割等について習得する機会を設け、防災知識の普及に努める。また、市民に対して

も「自らの身は自らで守る。みんなのまちはみんなで守る」という防災の基本を認識する

とともに、防災広報、防災教育、講演会等を積極的に実施し、普及・啓発に努めるものと

する。 

 具体的な施策については、第２編第１章第２節「防災知識の普及」に準じる。 

 

第４節 防災訓練の実施 
総務部、消防部、関係各部 

 

 災害時に県、関係機関及び地域住民等と連携を図りながら、初動体制、応急対策が速や

かに実施できるよう、また、防災知識の普及、高揚を図ることを目的として、平常時から

各種の防災訓練を計画的、継続的に実施する。 

 具体的な施策については、第２編第１章第３節「防災訓練の実施」に準じる。 

 

第５節 自主防災組織の育成 
総務部、消防部、関係各部 

 

 災害が発生した場合の被害の拡大を防ぐためには、地域住民や事業所等の迅速かつ的確

な行動が極めて重要であることから、市は県等と相互に連携し、自主防災組織等の育成・

指導に努めるものとする。 

 具体的な施策については、第２編第１章第４節「自主防災組織等の育成」に準じる。 

 

第６節 災害時要援護者の安全確保 
産業民生部、総務部、関係各部 

 

 高齢者、障害者、乳幼児、外国人等いわゆる災害時要援護者が被災した場合、一般市民

よりも大きな身体的危険が予想され、さらに避難生活にも精神的、身体的なハンディキャ

ップを負うことが予想されるため、その対策について整備しておく。 

 具体的な施策については、第２編第１章第５節「災害時要援護者の安全確保」に準じる。 
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第７節 ライフライン施設等の予防対策 
建設部、産業民生部、関係

各部 

 

 大規模な災害の発生により、上下水道、電力、ガス、電話等のライフライン施設が大き

な被害を受けた場合、日常生活や経済活動の場である都市の機能が麻痺し、避難や救援・

救助活動の応急対策を実施するうえで大きな支障となる。 

 このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関は、各施設の被害を最小限に

食い止めるため浸水防止対策を図るなど被害軽減のための諸施策を実施する。 

 具体的な施策については、第２編第１章第６節「ライフライン施設等の予防対策」に準

じる。 

 

第８節 防災拠点機能の充実・強化 
関係各部 

 

 市庁舎、消防施設等の災害応急活動の拠点となる施設や避難所となる学校等防災上重要

な公共施設について、その安全性に努めるとともに、施設機能の充実・強化を図る。 

 具体的な施策については、第２編第１章第７節「防災拠点機能の充実・強化」に準じる。 

 

第９節 組織体制の整備 
関係各部 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、市及び防災関係機関は、その機能

の全てを挙げて迅速に災害応急対策を推進するため、災害の規模に応じて必要な職員を配

備・動員し、その活動体制に万全を期す。このため、市及び防災関係機関は、平常時から

配備・動員計画を定めておく。 

 具体的な施策については、第２編第１章第８節「組織体制の整備」に準じる。 

 

第10節 情報通信連絡体制の整備 
関係各部 

 

 大規模な災害時には、ＮＴＴ回線等の通信回線の不通又は輻輳といった状態が予想され

ることから、市及び防災関係機関は、情報収集・伝達手段の複数化を積極的に進めるとと

もに、防災通信網の確保・整備充実を図り、災害発生時の応急対策を迅速に推進するため

万全を期す。 

 このため、市は、各防災関係機関と連携し、平常時から訓練等を通じて通信機器の操作

の習熟に努める。 

 具体的な施策については、第２編第１章第９節「情報通信連絡体制の整備」に準じる。 
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第11節 消防力の強化 
消防部 

 

 災害による火災及び死傷者を最小限に抑えるためには、消火体制の強化、救急救助体制

の充実、消防水利の確保が重要であり、その整備を計画的に推進する。 

 また、火災予防の強化や消防職員・消防団員の消防教育訓練を推進する。 

 具体的な施策については、第２編第１章第11節「消防力の強化」に準じる。 

 

第12節 緊急輸送活動対策 
建設部 消防部 総務部 

 

 災害における物資等の緊急輸送は、情報収集・伝達と併せて災害応急対策活動の中心を

なすものであり、交通路と輸送手段が確保されて初めて効率的な緊急輸送が可能となる。

このため、市は関係機関と連携し、あらかじめ緊急輸送路、輸送体制について定めておく。 

 具体的な施策については、第２編第１章第12節「緊急輸送活動対策」に準じる。 

 

第13節 医療救護体制の整備 
産業民生部 消防部 

 

 災害時においては、広域あるいは局地的に多数の傷病者が発生することが予想されるた

め、情報の混乱と医療機関自体の被災があいまって、被災地域内では十分な医療が提供さ

れないおそれがある。これら医療救護の需要に対し迅速かつ的確に対応するため、平常時

から市及び医療機関等は、医療救護体制を充実・強化するよう努める。 

 具体的な施策については、第２編第１章第13節「医療救護体制の整備」に準じる。 

 

第14節 避難収容対策 
関係各部 

 

 災害発生時における避難者の収容のため、事前に小学校体育館等の避難所を指定すると

ともに、適切な避難誘導体制の確立に努め、また、市民に対し避難所や避難のための知識

の普及に努める。 

 具体的な施策については、第２編第１章第14節「避難収容対策」に準じる。 
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第15節 飲料水、食料及び生活必需品等の備蓄 
関係各部 

 

 大規模な災害が発生した場合は、ライフラインや道路等の損壊により、流通機構は一時

的に麻痺状態になり、被災者向けの飲料水、食料、その他生活必需品の全てを即時に供給

することが困難となることが予想される。そこで市は、市民、事業所に対して「必要最低

限の飲料水、食料、生活必需品を自らが確保することが不可欠である。」という指導、啓

発を徹底する必要がある。 

 また、同時に最低限の飲料水、食料及び生活必需品等の供給が円滑に行えるよう、公的

備蓄や流通備蓄の体制の整備を図る。 

 具体的な施策については、第２編第１章第15節「飲料水、食料及び生活必需品等の備蓄」

に準じる。 

 

第16節 災害ボランティア受入体制の整備 
産業民生部 

 

 災害発生時において、県内外から駆けつける多くのボランティアが発災直後から救援・

復興において非常に大きな役割を果たすことから、市ではボランティアの受入体制を整え、

ボランティア活動が円滑に展開できるよう側面から積極的に支援するとともに、自らも専

門的技術や知識を有した災害ボランティアの育成等に努める。 

 具体的な施策については、第２編第１章第16節「災害ボランティア受入体制の整備」に

準じる。 

 

第17節 孤立集落化の予防 
関係各部 

 

 土砂災害等の発生による孤立集落の発生を未然に防止するため、各種対策を実施すると

ともに、孤立のおそれのある集落については、日常機能の低下を極力さけるため、万全の

事前措置を実施する。 

 具体的な施策については、第２編第１章第17節「孤立集落化の予防」に準じる。 
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第１節 水防・土砂災害警戒活動 
関係各部 

 

１ 風水害等に関する情報の収集                      

 気象・地象・水象等による災害の被害を最小限に抑えるためには、これらの情報を一刻

も早く関係機関、地域住民等に伝達することが重要であることから、関係各部は次の情報

収集に努める。 

・気象警報等に関する情報 

・河川水位に関する情報（水防警報、避難判断水位情報等） 

・雨量情報 

・ダム流量に関する情報 

・波高、風向、潮位に関する情報 

・土砂災害に関する情報（土砂災害警戒情報等） 

 

２ 情報の伝達体制                             

・気象警報等の伝達系統（資料３-１参照） 

・火災警報の伝達系統（資料３-２参照） 

・水害に関する情報の伝達系統（資料３-３参照） 

・土砂災害に関する情報の伝達系統（資料３-４参照） 

 

３ 水防活動                               

（水防警報対象河川：資料９－１参照） 

 風水害については、気象予警報等により災害の危険性をある程度予測することが可能な

ことから、被害を軽減するためには、災害発生前における情報収集・伝達や災害未然防止

活動等を的確に実施することが重要である。 

 そのため、富山地方気象台より暴風、大雨、洪水若しくは高潮警報が発表され、又は富

山県新川土木センター若しくは富山県富山土木センター立山土木事務所より水防警報の発

表があり、水防活動の活動が認められるときは、状況に応じて水防本部の特別警戒配備体

制等をとり、適切な水防活動を行う。 

 また、被害が発生するおそれが高くなる等、必要な場合、関係各部・各班は広報車、同

報系無線、ケーブルテレビ等を利用し、市民に対し警戒の強化や避難の準備等、被害の未

然防止、拡大防止を促す呼びかけを行い、注意喚起する。その際、災害時要援護者への呼

びかけにも配慮する。風水害による被害が大規模になるおそれがある場合は、災害対策本

部に移行し、諸活動を実施する。 
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４ 土砂災害警戒活動                          

（土砂災害警戒区域：資料10－９参照） 

 土砂災害の発生は、局地的かつ突発的な場合が多く、市及びその他防災関係機関の適切

な判断と迅速な応急対策が重要である。 

 ⑴ 情報の収集及び伝達 

  ア 土砂災害危険箇所が含まれる地域においては、局地的な降雨等の情報把握に努め

るとともに、現地との連絡通報体制を確保し、土砂災害の前兆現象及び発生時にお

ける災害の状況の早期把握に努める。この場合、市民の生命の安全に関する情報を

最優先に収集、伝達する。 

  イ 広域的な土砂災害が発生し、又は発生することが予想される場合においては、必

要に応じて国等の防災関係機関の協力を得て、機動的な初動調査に努める。 

  ウ 土砂災害の発生が予想される場合は、市民及びライフライン管理者、交通機関等

に対し早急に注意を喚起し、又は警戒避難等の指示、伝達を行い、特に具体的に危

険が予想される土砂災害危険箇所周辺の市民に対しては、極力戸別伝達に努める。 

 ⑵ 危険箇所の警戒及び避難 

  県及び施設管理者は、豪雨等によって山地斜面崩壊や天然ダムの決壊などのおそれが

あるときや、治山・砂防施設、ため池等灌漑施設等による二次災害の危険性のある箇所

に対しては、関係機関と協力して警戒にあたる。 

 ⑶ 二次災害防止対策 

  ア 降雨等の気象状況に十分な注意、監視を行うとともに、崩壊面及びその周辺斜面、

堆積土砂等について、安全に留意しつつ監視を行う。 

  イ 安全が確認されるまで崩壊危険箇所周辺の居住者の避難指示を継続するとともに、

警戒区域の設定、立入規制等必要な措置を行う。 

  ウ 行方不明者等の捜索活動、応急工事等にあたっては、特に十分な注意、監視を行

う。 

  エ 降雨継続時においては、作業の安全を確保した上で、崩壊箇所及びその周辺への

シート被覆、応急排水路等の簡易な応急措置により、再崩壊等の防止に努める。 

  オ 安全が確保されれば、直ちに二次災害防止のための堆積土砂等の除去、土留工事

等を実施する。 

 ⑷ 専門技術者への協力要請 

  二次災害が発生する可能性の判断等について、必要に応じ、ＮＰＯ法人富山県砂防ボ

ランティア協会や地元在住の専門技術者（コンサルタント、斜面判定士等）へ県を通じ

て協力要請する。 
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第２節 動員配備 
関係各部 

 

 風水害が発生又は発生するおそれがある場合は、応急対策活動を迅速かつ的確に行うた

め、滑川市水防計画に基づいて必要な職員の動員・配備を行う。 

 

１ 市の配備基準                             

 

配備・本部体制 配備基準 参集職員 

警戒配備 

 

水防本部 

（ 本部長：市長） 

・大雨、洪水、高潮、暴風等

の警報が発表され、災害発生

のおそれがあるが、その時期

や規模等の予測が困難な段階

（はん濫注意水位超過等） 

・小規模な災害が発生したと

き 

 建設課及び総務課の職員 

特別警戒配備 

 

特別警戒本部 

（本部長：市長） 

・局地的な災害が発生し、又

は発生のおそれがあるとき。 

（避難判断水位情報、土砂災

害警戒情報等） 

・市長が必要と認めたとき。 

全職員が参集し、防災活動に

あたる体制 

非常配備 

災害対策本部 

（本部長：市長） 

・大規模な災害が発生し、又

は発生のおそれがあるとき。 

・市長が必要と認めたとき。 

※市長は、被害の種類、規模によって、必要と認めるときは、上記の基準とは異なる配備

体制を指令することができる。 

※各部の長は、被害の種類、規模、発生の時期によって、特に必要と認めるときは、独自

の配備体制をとることができる。 

 

２参集基準                                

 ⑴ 夜間、休日等において配備体制を決定したときは、あらかじめ定められた連絡系統に

したがって、電話等により職員に伝達する。なお、電話等が使用不能又は著しく使用困

難なときは、職員は自ら被害情報を収集し、参集についての自主判断をする。 

 ⑵ 職員の参集場所は、原則として所属する部署とする。ただし、所属部署に参集が困難

な場合は、最寄りの公民館、避難所等に参集し、応急対策活動を行う。 

 ⑶ 参集時の交通手段は、原則として自転車、バイク又は徒歩で行う。 

 ⑷ 職員は、参集途上において可能な限り被害状況を調査するとともに、要救護者を発見

したときは救護措置にあたった後、速やかに参集する。 
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 ⑸ 職員は、身の回りに関することは自己完結の心構えで、災害対策に適する服装や装備

により参集する。 

 

３ 要員配備の調整                             

 ⑴ 本部室の要員配備の調整 

  総務班は、本部室要員が不足する場合は、本部室連絡員を通じて各部からの要員の応

援を求める。 

 ⑵ 各部の要員配備の調整 

  各部の長は、部内各班の応急対策活動の実施状況を把握し、応援が必要なときは、部

内の応援班及びその他の班に応援を指示する。なおかつ要員が不足する場合は、総務班に

要員配備の調整を求める。 

 ⑶ 応援要請等 

  市職員のみでは充分な応急対策活動が行えないと予想される場合は、状況に応じて速

やかに協定市等に職員の派遣応援協力を要請する。 
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第３節 災害対策本部の設置 
本部室 関係各部 

 

１ 災害対策本部及び現地災害対策本部                    

 ⑴ 設置基準 

  ア 災害対策本部 

   市長は、次の基準により災害対策本部を設置する。 

   なお、災害対策本部が設置された場合には、水防本部は災害対策本部に包括される。 

   また、災害対策本部が設置されない段階での応急対策は、災害対策本部が設置され

た場合に準じて処理する。 

  イ 現地災害対策本部 

   本部長は、災害対策本部が設置された場合で必要と認めたときは、災害対策本部の

事務の一部を行う現地災害対策本部を設置する。 

 ⑵ 職務権限の代行 

  風水害発生時において、市長が不在等の非常時には、災害対策本部の設置等の市長権

限委譲の順位を次のとおりとする。 

     ①副市長 ②教育長 ③総務部長  

 ⑶ 設置場所 

  ア 災害対策本部 

   災害対策本部及び災害対策本部室（以下「本部室」という。）を市庁舎３階大会議

室に設置する。ただし、市庁舎に甚大な被害を生じ対策本部としての機能が果たせな

い場合は、市民交流プラザ又は消防本部とする。 

  イ 現地災害対策本部 

   被災現場近くの公共施設等に設置する。 

 ⑷ 災害対策本部の設置準備 

  ア 庁舎の被害状況の把握 

   庁舎の被害状況（建物、室内、電気、電話、駐車場等）の把握及び火気・危険物の

点検を行い、必要な場合は衛星通信自家発電装置の作動等応急措置を施す。衛星通信

自家発電装置については、平常時からその燃料確保の対策を講じておく。 

  イ 職員の被災状況の把握 

   勤務時間内の発災の場合、直ちに職員及び庁舎内の外来者の負傷状況等を把握し、

応急手当、避難誘導等を施す。勤務時間外の発災の場合は、職員の参集状況から安否

不明の者を掌握する。 

  ウ 通信の確保 

   無線、有線設備の点検等を行い、通信機能の確保を図る。 

組 織 設 置 基 準 

災害対策本部 
 大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、災害対策につ

いて特別の措置が必要と認められるとき。 
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 ⑸ 解散基準 

  本部長は、災害応急対策がおおむね終了したと認められるときは、災害対策本部及び

現地災害対策本部を解散する。 

 ⑹ 設置及び解散の通知 

  災害対策本部を設置及び解散した場合、直ちにその旨を文書により通知・発表する。 

  ア 富山県（防災・危機管理課）ただし、県に連絡できない場合は国（消防庁） 

  イ 関係機関 

  ウ 報道機関 

 

２ 風水害災害発生時における応急活動の流れ                  

 風水害発生後の各段階において優先的に実行又は着手すべき主な業務は次のとおりであ

る。 

 ⑴ 第１段階 

 ・被災情報の収集 

 ・初期消火、消火活動 

 ・危険な建物・場所からの避難 

 ・建物等の下敷きになった者の救出（地域住民の共助） 

 ・災害時要援護者の安全確保（地域住民の共助） 

 ・職員の緊急参集 

 ・災害対策本部の設置 

 ・自衛隊等の出動準備要請 

 ・通信施設被害の状況確認及び確保 

 ⑵ 第２段階 

 ・被災情報の収集 

 ・県・協定市等への応援要請 

 ・自衛隊等の派遣要請、広域応援の要請 

 ・避難所の開設（施設の安全確認、管理・運営担当職員の派遣） 

 ・緊急道路の啓開 

 ・交通規制の実施 

 ・被災地への救護所の設置 

 ・公的救助機関による被災者の救出、負傷者の搬送 

 ・滑川市災害救援ボランティア本部の設置 

 ・ライフライン、公共土木施設等の被災状況調査と応急措置 

 ⑶ 第３段階 

 ・被災情報の収集 

 ・災害救助法の適用 

 ・通信途絶地域への仮設通信設備の設置 

 ・避難所への避難者の概数及び飲料水、食料等必要量の把握 

 ・市の被害状況の把握 
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 ・被災地外からの医療救護班の受入れ 

 ・輸送用車両の確保 

 ⑷ 第４段階 

 ・被災情報の収集 

 ・各種施設の被災状況の把握 

 ・避難所等への仮設トイレの設置 

 ・避難所等への飲料水・食料・生活必需品の輸送 

 ・避難所での災害時要援護者の状況把握 

 ⑸ 第５段階 

 ・避難所外避難者の状況把握 

 ・被災宅地危険度判定 

 ・ボランティアの受入れ 

 ・義援金の受付 

 

第４節 被害情報の収集・伝達 
本部室 消防部 関係各部 

 

 被害情報の迅速かつ的確な把握は、災害対策要員の動員、災害救助法適用の要否、応援

要請、救援物資の調達など、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項である。 

 市は各防災関係機関と緊密な連携のもと、災害に関する情報を速やかに把握する体制を

整える。 

 具体的な施策については、第２編第２章第４節「被害情報の収集・伝達」に準じる。 

 

第５節 通信の確保 
総務部 消防部 

 

 災害により通信施設が被災した場合、防災関係機関の災害応急活動に大きな支障が生じ

るため、市及び各防災関係機関は、この復旧あるいは代替機能の立ち上げについて、所要

の措置を講じる。 

 具体的な施策については、第２編第２章第５節「通信の確保」に準じる。 

 

第６節 消防活動 
消防部 

 

 大規模な災害時は、同時多発火災の発生等により極めて大きな被害が予想されるため、

市は、市民、自主防災組織、事業所等と協力して、出火防止と初期消火を実施するととも

に、全総力を挙げて消火活動、人命救助活動等の応急対策に取り組む。 

 具体的な施策については、第２編第２章第６節「消防活動」に準じる。 
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第７節 広報 
総務部、関係各部 

 

 災害時の混乱した事態に、人心の安定、秩序の回復を図るため、災害応急対策の活動状

況や各種生活情報を迅速かつ的確に周知する。 

 情報の提供にあたっては、災害時要援護者に十分配慮するとともに、災害により孤立す

る危険のある地域の被災者、帰宅困難者等情報の入手が困難な被災者に対しても、確実に

情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

 具体的な施策については、第２編第２章第７節「広報」に準じる。 

 

第８節 災害時の放送 
総務部 

 

 市、県及び報道機関等は、防災気象情報、避難情報の状況、安否情報等その時々に必要

な情報を各防災関係機関と連携を図りながら、迅速かつ的確に提供する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第８節「災害時の放送」に準じる。 

 

第９節 避難勧告・指示、避難誘導等 
本部室 関係各部 

 

 災害により、人命の保護又は被害拡大の防止のため必要と認められる場合は、市民に対

して適切に避難の勧告又は指示を行うとともに、市民が安全かつ迅速に避難できるよう避

難所への円滑な誘導に努める。誘導にあたっては、高齢者、障害者、乳幼児等災害時要援

護者の避難を優先して行う。 

 具体的な施策については、第２編第２章第９節「避難勧告・指示、避難誘導等」に準じ

る。 

 

第10節 避難所の開設・運営 
産業民生部 教育部 関係各部 

 

 災害により被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しなければならない者を保

護するために避難所の設置が必要なときは、速やかに開設する。 

 避難所の運営は、避難所管理者、施設管理者、自治会・町内会、自主防災組織、ボラン

ティア等を中心とした避難所管理チームが自主的に行うことを原則とする。運営の際は、

避難者の安全の確保、生活環境の維持、災害時要援護者に対するケア、男女の視点の違い

に十分配慮する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第10節「避難所の開設・運営」に準じる。 
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第11節 災害時要援護者の安全確保 
産業民生部 教育部 関係各部 

 

 災害時に自力による危険回避行動や避難行動に困難を伴うことが多い高齢者、障害者、

傷病者、妊産婦、乳幼児、外国人等の災害時要援護者の安全や心身の健康状態等に特段の

配慮を行いながら、避難からその後の生活までの各段階において、ニーズに応じたきめ細

やかな支援策を講じていくものとする。また、地域住民、関係団体、社会福祉施設、医療

施設等と平時からの連携のもと支援を行う。 

 具体的な施策については、第２編第２章第11節「災害時要援護者の安全確保」に準じる。 

 

第12節 災害ボランティアとの連携 
産業民生部 

 

 大規模な災害が発生したとき被災地の復興には、行政機関及び防災関係機関、事業所、

市民の応急活動だけでは、対応が十分にできないことが想定されるため、災害ボランティ

アの役割は重要である。このため、ボランティアが被災現場で円滑に支援、救援等の活動

を行うことができるよう体制の整備を図る。 

 ボランティアの受入れに際しては、その知識、技能が活かされるよう配慮するとともに、

必要に応じてボランティア活動の拠点を提供する等その支援に努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第12節「災害ボランティアとの連携」に準じる。 

 

第13節 民間団体等からの人員の確保 
関係各部 

 

 災害により様々な被害が生じ、この応急対策が急務となった場合の必要な労働者及び技

術者の動員について定めることにより、災害対策の円滑化を図る。 

 具体的な施策については、第２編第２章第13節「民間団体等からの人員の確保」に準じ

る。 

 

第14節 広域応援要請 
本部室 消防部 関係各部 

 

 大規模な災害発生時において、市だけでの災害応急対策の実施が困難となる場合は、市

と防災関係機関が相互に協力し、防災活動に万全を期す。 

 具体的な施策については、第２編第２章第14節「広域応援要請」に準じる。 
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第15節 自衛隊の災害派遣要請依頼 
本部室 

 

 大規模な災害が発生したとき、市民の生命及び財産の保護のため必要な応急対策の実施

が市のみでは困難であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認められた場合、知事

に対し自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第15節「自衛隊の災害派遣要請依頼」に準じる。 

 

第16節 災害救助法の適用 
本部室 産業民生部 関係各部 

 

 災害が一定規模以上でかつ応急的な復旧を必要とし、災害救助法の適用基準を満たす場

合は、保護と社会秩序の保全を図ることが必要である。災害発生時における迅速かつ的確

な法の適用を図るため、制度の内容、適用基準及び手続き等について十分熟知しておく必

要がある。 

 具体的な施策については、第２編第２章第16節「災害救助法の適用」に準じる。 

 

第17節 救助・救急 
本部室 産業民生部  

 

 大規模な災害が発生した場合、多数の負傷者が発生するおそれがあり、これらの人々に

ついては一刻も早い救出・救助が必要となることから、市は、防災関係機関と連絡を密に

しながら、また、自主防災組織、市民等の協力を得て速やかな応急対策を実施する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第17節「救助・救急」に準じる。 

 

第18節 医療救護 
消防部 産業民生部  

 

 大規模な災害が発生すると医療機関自身が被災し、医療活動能力を喪失する場合がある。

また、医療機関は被災しなくてもライフラインが途絶すると、その機能の一部又は全部が

麻痺する場合がある。このため、医療機関の被害状況を早期に把握し、防災関係機関との

情報の共有化を図るとともに、必要に応じ医療救護班を編成又は要請する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第18節「医療救護」に準じる。 

 

第19節 緊急交通路の確保 
建設部 関係各部 

 

 道路に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に応じ、交通規制等の措
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置をとるとともに、速やかに緊急通行確保路線の応急復旧を行い、効率的な防災活動が展

開されるように努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第19節「緊急交通路の確保」に準じる。 

 

第20節 輸送手段の確保 
総務部 関係各部 

 

 災害時における応急対策を実施するにあたり、負傷者、病人の搬送、災害応急対策を実

施する際に必要な人員、物資等の輸送等を迅速、的確に行うため、市は、防災関係機関と

緊密な連携を図り、輸送手段を確保する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第20節「輸送手段の確保」に準じる。 

第 

第21節 食料等の供給 
本部室 関係各部 

 

 被災者及び災害応急事業現地従業者に対して、主食、副食、飲料水等を供給する必要が

生じた場合、県及び関係団体等との連携により、速やかに供給するよう努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第21節「食料等の供給」に準じる。 

 

第22節 生活必需品の供給 
本部室 関係各部 

 

 住家被害等により、被服、寝具その他の生活必需品を確保できない者に対して、県及び

関係団体等との連携により、速やかに供給するよう努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第22節「生活必需品の供給」に準じる。 

 

第23節 給水・水道施設応急対策 
建設部 

 

 災害時における飲料水及び生活用水の確保は、被災者の生命維持、人心の安定を図る上

で極めて重要である。市は、被災者に必要な飲料水等を迅速に供給するため、また、可能

な限り速やかに給水機能の回復を図るために必要な措置を講じる。市民に対しては、応急

給水の方法、復旧の見通し、飲料水の衛生確保等について広報し、市民の不安解消に努め

る。 

 具体的な施策については、第２編第２章第23節「給水・水道施設応急対策」に準じる。 
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第24節 下水道施設応急対策 
建設部 

 

 災害時においては、し尿等の処理の問題が極めて重要であることから、市は直ちに下水

道施設の被害状況を調査し、必要な応急措置を講じる。また、下水道に流入する汚水の量

を少なくするため、トイレの使用や入浴等の自粛の協力を住民に広報する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第24節「下水道施設応急対策」に準じる。 

 

第25節 トイレ対策 
産業民生部 関係各部 

 

 災害時においては、し尿等の処理の問題が極めて重要であることから、避難所の上下水

道等の被害状況を調査し、仮設トイレの設置が必要と認められる場合は、県及び関係団体

等に協力を求め、仮設トイレを調達する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第25節「トイレ対策」に準じる。 

 

第26節 廃棄物の処理 
産業民生部 関係各部 

 

 大規模な災害が発生した場合、建築物の倒壊、焼失等によって多量の廃棄物が発生する

ことが予想される。このため、各地域別の被害状況を速やかに把握し、ごみの排出量を推

計するとともに、ごみ処理施設の被災状況を確認のうえ、あらかじめ定める廃棄物処理計

画に基づき、ごみの収集、運搬、処分の実施計画を策定し、応急対策にあたる。 

 具体的な施策については、第２編第２章第26節「廃棄物の処理」に準じる。 

 

第27節 保健衛生 
産業民生部 関係各部 

 

 大規模な災害が発生した場合には被災地の環境衛生条件が低下し、感染症発生のおそれ

があるため、迅速かつ強力な防疫対策等を実施するとともに、被災者の健康状態等に十分

配慮した保健衛生活動を実施する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第27節「保健衛生」に準じる。 

 

第28節 社会秩序の維持 
関係各部 

 

 被災地域における治安の維持と市民の安全を図るため、警察機関が行う警備活動に対し、

必要な情報を提供するなど積極的に協力する。 
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 具体的な施策については、第２編第２章第28節「社会秩序の維持」に準じる。 

 

第29節 遺体の捜索、処理、埋火葬 
産業民生部 

 

 災害により死亡者が発生したときは、警察、医師会、日本赤十字社富山県支部等と緊密

な連携を図りつつ、遺体の捜索、処理、埋葬又は火葬の各段階において遅滞なく処理し、

また、必要に応じて広域的な協力を得ることにより、人心の安定を図る。 

 具体的な施策については、第２編第２章第29節「遺体の捜索、処理、埋火葬」に準じる。 

 

第30節 ライフラインの応急対策 
関係各部 

 

 電気、ガス、上下水道、電話、公共交通に関わる各事業者は、各々の計画に従い、必要

な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮して被害の拡大防止及び早期復旧に

努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第30節「ライフラインの応急対策」に準じる。 

 

第31節 公共施設等の応急復旧 
関係各部 

 

 市庁舎、学校（園）、道路、橋梁、河川、その他の公共施設が災害による被害を受けた

ときは、各施設を所管する部班が直ちに修繕工事を行うものとするが、その場合、災害応

急対策を推進する上で重要な施設を優先する。なお、電気、ガス、上下水道、電話の各事

業者と十分な連携をとる。 

 具体的な施策については、第２編第２章第31節「公共施設等の応急復旧」に準じる。 

 

第32節 農林水産業対策 
産業民生部 

 

 大規模な災害の発生により、農地及び農作物等の被害、農業用施設等の損壊のほか、家

畜被害、水産関係被害などが予想される。このため、市は各関係機関と相互に連携を図り、

被害を最小限に食い止めるため的確な措置を行う。 

 具体的な施策については、第２編第２章第32節「農林水産業対策」に準じる。 
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第33節 孤立地域対策 
関係各部 

 

 災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信と交通手段の孤立である。情報通信

の孤立は、救助機関における事案の認知が遅れ、交通手段の孤立は、救援活動に支障を及

ぼすとともに、孤立地域住民の生活に大きな影響を与える。孤立した地域の応急対策は、

常にこのことを念頭に置き、優先すべきことを適切に判断して対応する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第33節「孤立地域対策」に準じる。 

 

第34節 二次災害の防止 
本部室 建設部 関係各部 

 

 二次災害を防止するため、道路・橋梁、土砂災害の危険区域の巡視等を行うとともに、

危険性が認められるときは、非常配備体制や立入禁止措置等の対策をとる。 

 具体的な施策については、第２編第２章第34節「二次被害の防止」に準じる。 

 

第35節 建物の被害認定調査 
産業民生部 建設部 関係各部 

 

 災害発生時には、災害の被害認定基準に基づいた被害調査をもとに、市が発行する「り

災証明」が、被災者に対する義援金の支給、災害救助法による応急修理あるいは被災者生

活再建支援法の適用や支援金の支給の判断材料となるなど各種被災者支援策と密接に関連

しており、被害認定業務が円滑かつ的確に実施できるよう体制の整備に努める。 

 具体的な施策については、第２編第２章第35節「建物の被害認定調査」に準じる。 

第36節 

第36節 住宅の修理、応急仮設住宅の建設等 
建設部 関係各部 

 

 大規模な災害の発生により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられる。これら

被災者は、被災直後は避難所等で生活することになるが、その生活が長期間にわたること

は避けなければならない。 

 このため、応急仮設住宅の建設をはじめ、空き家になっている公営住宅の活用、さらに

は被災住宅の応急修理等を積極的に実施する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第36節「住宅の修理、応急仮設住宅の建設等」

に準じる。 
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第37節 文教対策 
教育部 

 

 大規模な災害により児童、生徒、教職員及び学校その他文教施設が被害を受けるなど、

通常の教育を受けることが困難となった場合は、教育施設の確保や教科書及び学用品の支

給等の措置を講じ、応急教育を実施する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第37節「文教対策」に準じる。 

 

第38節 義援金品の受付、配分 
総務部 民生部 

 

 大規模な災害時には、県内外から多くの義援金、義援物資が送られてくることが予想さ

れるため、これらの受け入れ体制を確立し、迅速かつ適切に被災者へ配分する。 

 具体的な施策については、第２編第２章第38節「義援金品の受付、配分」に準じる。 

 

第39節 応急公用負担 
関係各部 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急措置を実施するため緊急

の必要があると認めるときは、市域内の私有の施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用

し、収用し、若しくは応急措置の業務に従事させるなどにより必要な措置を図る。 

 具体的な施策については、第２編第２章第39節「応急公用負担」に準じる。 
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第１節 市民生活安定のための緊急対策 
関係各部 

 

 大規模な災害が発生した場合は、人命の喪失等大きな混乱状態が予想される。市は、生

活の安定、再建への支援及び社会秩序の維持を図るため、関係防災機関等と協力し、緊急

措置を講じるとともに、災害の規模や程度に応じて、貸付など必要な措置及び被災者の利

便を図るため必要な相談窓口の開設及びその広報を行う。 

 具体的な施策については、第２編第３章第１節「市民生活安定のための緊急対策」に準

じる。 

 

第２節 激甚災害の指定 
本部室 関係各部 

 

 災害の発生により甚大な被害が生じた場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援

助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、

災害の状況を速やかに調査し、早急に激甚災害の指定を受けられるように努力するととも

に、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に行われるよう措置を講じる。 

 具体的な施策については、第２編第３章第２節「激甚災害の指定」に準じる。 

 

第３節 公共土木施設の災害復旧計画 
関係各部 

 

 人心の安定及び経済的・社会的活動の早急な回復を図るため、災害により被災した公共

施設の災害復旧は、災害復旧関係法令等に定められた一連の業務に基づき、事業計画を速

やかに策定し、迅速に実施する。 

 具体的な施策については、第２編第３章第３節「公共土木施設の災害復旧計画」に準じ

る。 


